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第１章 総則 

 

１－１ 適用 
本特記仕様書は、東日本高速道路株式会社 東北支社（以下NEXCO東日本という。）が実施する「東

北自動車道 白石中央スマートＩＣ諸設備詳細設計」(以下「本業務」という。) に適用するものと

する。 

 

１－２ 業務概要 
１－２－１ 調査等名  東北自動車道 白石中央スマートＩＣ諸設備詳細設計 

１－２－２ 路線名   東北自動車道 

１－２－３ 履行箇所  自）福島県福島市    (福島西ＩＣ) 

至）宮城県白石市    (白石ＩＣ) 

１－２－４  履行内容  本業務は、東北自動車道 白石中央スマートＩＣ新設に関わる諸設備の詳

細設計を実施するものである。 

・受配電設備設計     1式 

・自家発電設備設計    1式 

・道路照明設備設計   1式 

・可変式道路情報板設備設計   1式 

・可変式速度規制標識設備設計  1式 

・交通量計測設備設計    1式 

・ＣＣＴＶ設備設計   1式 

・伝送交換設備設計     1式 

・電力系遠方監視制御設備設計  1式 

・通信土木工事設計     1式 

・通信線路工事設計   1式 

・ＥＴＣ設備設計   1式 

 

１－３ 適用する共通仕様書 
調査等請負契約書（以下「契約書」という。）第1条に規定する「施設工事調査等共通仕様書」（以

下「共通仕様書」という。）は、令和6年7月版とする。 

 

１－４  履行期間  
本業務は、共通仕様書1-13-1「着手日」の規定によらず、受注者の円滑な業務執行体制の確保を図る

ため、事前に技術者確保等の準備を行うことができる全体履行期間及び余裕期間を設定した業務であり、

発注者が示した全体履行期間内（業務完了期限までの間）で、受注者が業務の始期（業務着手日）及び

終期（業務完了日）を任意に設定することができる。なお、契約上の履行期間は、契約保証取得の日の

翌日から受注者が設定した業務の終期までの期間とする。  

余裕期間内は、管理技術者、照査技術者又は現場作業責任者を設置することを要しない。また、業務

着手以外の業務のための準備を行うことができるが、現地踏査や打合せを行ってはならない。なお、余

裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。  

受注者は、落札者決定から10日以内に、別紙-1「履行期間通知書」により、業務の始期及び終期を発

注者へ通知しなければならない。  
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     ・全体履行期間（業務完了期限）：契約保証取得の日の翌日から480日間（まで）    

・余裕期間（業務着手期限）：契約保証取得の日の翌日から120日間（まで）  

 

１－５ テクリスへの登録  
本業務は、「調査等における余裕期間制度」を適用しており、共通仕様書 1-12-4「テクリスへの登

録」の規定によらず、以下のとおりとする。  

（１）受注時は、受注者が設定した業務の始期から 15日以内 

 

１－６ 監督員 
本業務における監督員は建設課調査役とする。 

 

１－７ 疑義について 
本業務にあたり、疑義が生じた事項及び本特記仕様書に記載されていない事項については、監督員

と協議し指示に従うものとする。 

 

１－８ 主任補助監督員等 
１－８－１ 主任補助監督員の権限 

共通仕様書1-6-3の規定に基づき、主任補助監督員に委任する権限は下表のとおりとする。 

（1）契約書に規定する監督員権限のうち下記の事項 

条 項 項  目 内     容 

第9条 

第2項 

監督員 

 

業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行 

内容との照合その他契約の履行状況の調査 

 

１－８－２ 補助監督員の権限 

共通仕様書1-6-4の規定に基づき、補助監督員に委任する権限は、下表のとおりとする。 

（1）契約書に規定する監督員権限のうち下記の事項 

条 項 項  目 内     容 

第9条 

第2項 

監督員 

 

業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行 

内容との照合その他契約の履行状況の調査 

 

１－９ 設計進行中の変更 
(1) 設計進行中の変更について、設計条件の変更があった場合は、NEXCO東日本と協議のうえ、設計 

変更ができるものとし、その他軽微な変更については無償にて修正を行うものとする。 

(2) 本業務中にNEXCO東日本設計要領等の改訂や、第三者との交渉条件により、内容に大幅な変更が

生じた場合は、本業務の中で検討を実施することがある。この場合、その検討に要する費用は

別途監督員と協議し、設計変更として取り扱うものとする。 

 

１－１０ 設計変更に伴う在来工種の取り扱い 
調査等請負契約書(以下「契約書」という)第19条、第21条及び第25条第1項の規定に基づき、在来

工種を変更する場合のその諸経費・技術経費等の変更は、NEXCO東日本の積算基準に従ってNEXCO東日

本が行うものとする。 

 

１－１１ 作業日に関する事項 
共通仕様書 1-13-2 の規定による他、下表に示す期間にあっては、原則として現場業務を行っては
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ならない。やむを得ず作業を行う場合、受注者は理由を付した書面を監督員に提出し、確認を受ける

ものとする。 

作業抑制期間（予定） 

GW繁忙期 4月下旬～5月上旬 

夏季繁忙期 8月上旬～8月中旬 

年末年始繁忙期 12月下旬～1月上旬 

業務抑制期間等の詳細については、監督員の指示に従うものとする。 

また、監督員により上記以外の指示がある場合はその指示に従うものとする。 

 

１－１２ 計画工程表 
(1) 受注者は、共通仕様書 1-14-1 に示す作業計画書の計画工程表の作成にあたって、設計項目・設

計単位等の作業単位毎に作業完了時期を明示した計画工程表を作成し提出するものとする。な

お、「別紙-2」を参考とし作成するものとし、作業計画書提出時に提出することが困難な場合は、

後日別途提出することができるものとする。 

(2)受注者は、完了時期の明示にあたって、発注者または監督員が行う協議や共通仕様書 1-22 に規

定する打合せの実施時期についても十分検討し、計画工程表に記載するものとする。 

(3)計画工程表は、本特記仕様書 1-14 に示す「関係官公庁及び関係会社への手続き」に必要な期間

を十分に考慮し作成すること。特に手続きの完了と別途監督員が示す工事工程に関し、手続きの

完了を以て工事に着手する内容については、監督員に十分工事工程を確認し作業を進めることと

し遅滞があってはならない。 

(4)計画工程表の作成にあたって監督員と受注者との間で打合せのうえ作成することとし、調査等

打合せの実施及び関連調査等の進捗状況並びに本業務の進捗状況等により計画工程表に大幅な

変更が生じた場合は、変更計画工程表を提出することとする。 

 

１－１３ 作業中の安全確保に関する事項 
 １－１３－１ 調査用車両の運行速度 

一般道の人家連担区域等や高速道路上における運行速度は、法定速度若しくは規制速度を厳守

するとともに、過積載の防止等法令を遵守するものとする。 

１－１３－２ 調査用車両の区別 

受注者は調査用車両と一般車両の区別をするため、以下に示す調査用車両の標示と同等以上の

標示板を設置するものとする。なお、標示内容の変更を監督員が指示した場合、受注者はその

指示に従わなければならないものとする。 

また、高速道路の交通規制内へ出入りする全ての車両は、一般車両と識別できるよう黄色回転

灯を備えたものとする。 

（参考）調査用車両の表示方法（白地に黒文字）縦 300×横 420（Ａ３サイズ）程度 

 

 

 

 

 

 

ネクスコ東北支社 

調査車両 
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１－１４ 関係官公署及び関係会社への手続きに関する事項 
本業務の実施に関係する官公署及び関連会社は下表のとおりとする。 

主な協議内容 手続先 備 考 

電力申込 東北電力ネットワーク(株) 白石電力センター  

可変式道路情報板設置

協議 
宮城県公安委員会  

可変式速度規制標識設

置協議 

 

１－１５ 配置予定技術者 
１－１５－１ 配置予定の管理技術者及び照査技術者の資格 

共通仕様書 1-7-1 に示す管理技術者及び共通仕様書 1-9-1 に示す照査技術者の資格要件の業務

は電気設備設計によるものとする。 

 

１－１６ 設計打合せ、現地調査及び検査 
１－１６－１ 打合簿の作成及び提出 

受注者は、打合せにあたっては、打合せ前に打合せ項目を整理すると共に、打合せ終了後、速

やかに調査等打合簿を作成し、監督員に記載事項についての確認を得るものとする。 

受注者による共通仕様書1-22に規定する調査等打合簿の監督員への提出は、打合せ後7日以内

（休日等を除く）に監督員に提出するものとする。 

また、監督員は受注者より提出のあった調査等打合簿を受領後に受注者へ返送するものとする。 

１－１６－２ 打合せの回数 

本業務に必要な打合せ回数、現地調査及び検査は以下によるものとする。また、履行状況によ

り打合せ回数及び場所に変更があった場合、打合せの費用に関する精算は行わないものとする。 

項目 回数 打合せ方法 打合せ等予定場所 備 考 

現地調査 1回以上 現場（対面） 

東北支社 

白石中央スマートＩＣ建設予定地 

福島西ＩＣ 

3人以上 

当初打合せと兼ねるもの

とする 

中間打合せ 3回以上 
Webを基本とす

るが、対面も可 
東北支社 

1回目3人以上 

2回目以降2人以上 

日帰り 

最終打合せ 1回 
Webを基本とす

るが、対面も可 
東北支社 

2人以上 

日帰り 

業務内容確認検査 1回 対面 東北支社 
2人以上 

日帰り 

完了検査 1回 
Webを基本とす

るが、対面も可 
東北支社 

2人以上 

日帰り 

 

１－１７ 受注者相互の協力 
共通仕様書 1-20 における隣接または関連調査等とは、次に掲げる調査等を言う。なお、変更及び

追加については、その都度監督員の指示によるものとする。 
件 名 履行期間 受注者 発注者 

東北自動車道 
白石中央スマートＩＣ舗装詳細設計 未定 未定 ネクスコ 

東日本 
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１－１８ 資料の貸与 
   共通仕様書 1-15-1 及び 4-3-3 資料の貸与に基づく貸与資料は、下表のとおりとする。 

   ただし、履行期間中の調査等業務について、その成果等の貸与予定日は次のとおりである。 

図面等の種類 貸与予定日 種類 

東北自動車道 

白石中央スマートＩＣ橋梁基本詳細設計 
契約締結日の翌日より７日以内 電子成果品  

東北自動車道 

白石中央スマートＩＣ詳細設計 
契約締結日の翌日より７日以内 電子成果品 

既設設備のしゅん功図、完成図書 契約締結日の翌日より７日以内 電子データ（PDF、TIFF） 

その他監督員が必要と認めた図書 

 

１－１９ 成果品に関する一般事項 
成果品は、本特記仕様書及び監督員の指示に従って成果品の一部を電子デ－タで納品(以下「電

子納品」という。)するものとする。 

１－１９－１ 適用基準 

電子納品に適用する基準は、下記のとおりとする。 

要    領    名    称 備 考 

調査等業務の電子納品要領(案) 施設編  注1 

CADによる図面作成要領 施設編  

注 1：各要領については、(株)高速道路総合技術研究所(以下「NEXCO 総研」という｡)のホームページ

(http://www.ri-nexco.co.jp/)より無償ダウンロードが可能であるが、ダウンロードができない場合は NEXCO

東日本より貸与する。 

 

１－１９－２ 補足事項 

(1) CADを使用する場合の図面のファイル形式 

図面の電子データを納品する場合は、図面のファイル形式をDWG形式とする。 

① ファイル形式が DWG 形式に変換できない場合は、監督員と協議するものとする。 

(2) 紙の基図を使用し成果品を作成する場合のファイル形式等 

紙の基図を使用し成果品を作成する場合は、電子データ化にあたり、 

① 基図をイメージデータ(TIFF)とした後にCADを使用する。 

② 紙の成果品をイメージデータ(TIFF)化する。 

等の方法によるものとする。 

なお、スキャニングの解像度は、400dpi(モノクロ)を標準とし、スキャニングの対象図面

の状態に応じて適宜変更するものとする。 

なお、電子データ化にあたって、ファイル名、レイヤ名及び図面管理項目等については、

CAD による図面作成要領(案)の関連項目に準じて行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

http://www.ri-nexco.co.jp/
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１－１９－３ 成果品数等 

共通仕様書 4-3-9 における表 4-3 については以下のとおりとする。 

設計区分 縮尺 出力用紙 数量 適用 

設計報告書 - Ａ３、Ａ４ 2部  

設計図 1/2～1/50000 Ａ３ 2部 原図の作成は不要とする 

設計計算書 - Ａ３、Ａ４ 1部  

数量計算書 - Ａ４ 1部  

※ 上表の成果品が格納された電子データを 2 部作成するものとする。 

※ 共通仕様書 4-3-9 における表 4-4 については詳細設計を適用するものとする。 

※ 成果品項目については、監督員との協議により変更又は修正できるものとする。 

 

１－２０ その他事項 
１－２０－１ 補償費 

調査等の実施に伴って生じる補償費等については、本業務において見込まれないことから、当

初の請負金額には含まないものとする。 

１－２０－２ 設計中のインター名称 

設計図書に記載のインター名称等は仮称であり、工事完了後の名称と異なる場合がある。設計

期間中において契約図書に記載の名称に変更が生じた場合には、監督員より名称の変更を指示す

るものとし、受注者はこれに従うものとする。なお、これによる請負代金額の変更はおこなわな

いものとする。 



7 

 

第２章  細部に関する事項 

 

２－１ 現地調査 
受注者は、契約締結後速やかに現地調査を実施し、本特記仕様書 1-2-4 の設計内容に必要な現地状

況等の基本的事項を把握するものとする。 

 

２－２ 設計条件 
（1）白石中央スマートＩＣは本線直結かつ上下線分離、フルインター形式のスマートＩＣであり、

概略は別紙-3のとおりとする。 

（2）白石中央スマートＩＣは無人料金所での整備を予定しており、ＥＴＣ設備の集約監視につい

ては福島西ＩＣを予定している。 

（3）白石中央スマートＩＣは環道型前方退出路方式を予定している。 

（4）白石中央スマートＩＣは屋外設置型の機器収容筐体を設置しＥＴＣ屋内機器等を収容する。

機器収容筐体の参考は別紙-4 のとおりであり、構造等詳細は契約後監督員より提示されるも

のとする。なお、受配電設備及び自家発電設備は機器収容筐体に収容せず、屋外パッケージ

型を予定している。 

 

２－３ 詳細設計 
本業務の設計内容は以下による他、別紙-5「設計数量一覧表」による共通仕様書の各項目に基づき

行うものとする。細部については別紙-6「設計項目一覧表」によるものとし、監督員と打合せの上、

設計を行うものとする。 

 

２－４ 図面の作成 
（1）共通仕様書 4-3-9 において、本業務の内容に関連のない図面については適用しないものとす

るが、記載以外の図面であっても工事の施工に必要な図面については、監督員の指示により

作成するものとする。 

また、記載の各図面については、図面構成等について監督員と協議の上、複数の図を 1 枚に

作図できるものとする。 

 

２－５ 工事発注用特記仕様書の作成 
工事の施工に必要な特記仕様書の作成を行うものとし、ＥＴＣ設備工事、電気設備工事、通信土木

工事で構成するものとする。また、各工事の章立ては「機器構成」「機器仕様」「工事細部に関する事

項」「試験調整」とし、一般事項の作成は含まないこととする。 

 

 

２－６ 交通費・宿泊費・日当 
交通費・宿泊費・日当には、打合せ及び現地調査に必要な交通費・宿泊費・日当を含むものとし、

設計内容が増加しても、交通費・宿泊費・日当の費用の変更は行わないものとする。 

 

 

２－７ その他 
２－７－１ 打合せ及び検査の編成等 

本業務における中間打合せ、業務内容確認検査及び最終打合せの編成人員及び回数は以下を見

込んでいる。 
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種別 編成 人数・回数 備 考 

中間打合せ 

主任技師 

技師（Ａ） 

技師（Ｂ） 

1人×1回 

1人×3回 

1人×3回 

 

最終打合せ 
主任技師 

技師（Ａ） 

1人×1回 

1人×1回 
 

業務内容確認検査 
主任技師 

技師（Ａ） 

1人×1回 

1人×1回 
 

完了検査 
主任技師 

技師（Ａ） 

1人×1回 

1人×1回 
 

 

２－７－２ 現地調査の人員等 

本業務における現地調査の編成人員及び回数は以下を見込んでいる。 

 

２－７－３ 各設備基礎及び支柱における設計 

標準図以外の基礎及び支柱となった場合において、本業務内で基礎強度計算及び支柱構造計算

を行うものとする。 

 

種別 編成 人数・日数 備 考 

現地調査 

主任技師 

技師（Ａ） 

技師（Ｂ） 

1人×1日 

1人×1日 

1人×1日 

 










































